
我が国の課題となっている「事業承継」。この課題解決に向けて事業承継税制が改正され、
その要件が⼤きく緩和されました。
事業承継を考えるときに、なぜ相続税が問題になるのか、新しくなった事業承継税制はどう
やって使えば良いか、⽀援経験豊富な講師がわかりやすく解説します。

おびしん事業承継セミナー2018

事業承継の考え方と
事業承継税制の使い方

⽒ 名 会社名 役 職 電話番号

※ご提出いただく個人情報は、本セミナーの運営以外の目的に使用いたしません。

新しくなった事業承
継税制を使うと、株
式贈与時の納税負担
がゼロになります！

【開催⽇時】
2018年11⽉28⽇（⽔）

17時〜18時30分
【会 場】
帯広信⽤⾦庫セミナールーム
（帯広市⻄3条南14丁⽬ 中央⽀店ビル3階）

【講 師】
⼀般社団法⼈しんきん事業承継⽀援ネットワーク

代表理事 吉川 孝
（税理⼠ 中⼩企業診断⼠）

下の欄の事項をご記⼊のうえ、お近くの帯広しんきん本⽀店か経営コンサルティング室
までご提出ください。

【お問合せ・お申込み先】帯広信用金庫経営コンサルティング室
電話：0155-21-5353 / ＦＡＸ：0155-24-3348 / Ｅ－ｍａｉｌ：consul@obihiro.shinkin.jp

【お申込み】

事業承継税制
特例措置

株式の贈与に関する
納税が全額猶予！


